
1

組織体制の変更について

⽇本理学療法⼠協会
会⻑ 半⽥⼀登

別紙２

2020年度臨時総会（意⾒交換）

理学療法⼠関連年表
＜１９６５＞ ・理学療法⼠及び作業療法⼠法公布
＜１９６６＞ ・⽇本理学療法⼠協会発⾜

・第1回全国学会、第1回全国研修会開催
＜１９６７＞ ・兵庫県理学療法⼠会発⾜
＜１９７２＞ ・社団法⼈⽇本理学療法⼠協会
＜１９７４＞ ・世界理学療法連盟⼊会
＜１９８０＞ ・アジア理学療法連盟結成

・⽇本理学療法⼠協会会費1万円
＜１９８７＞ ・協会事務所購⼊（江東区東陽町）
＜１９８９＞ ・⾼齢者保健福祉⼗か年戦略
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理学療法⼠関連年表
＜１９９０＞ ・⽇本学術会議より学術研究団体認可

・社団法⼈⾼知県理学療法⼠会誕⽣
＜１９９２＞ ・広島⼤学医学部保健学科理学療法学専攻
＜１９９５＞ ・障害者プラン七か年戦略
＜１９９８＞ ・会館竣⼯（渋⾕区千駄ヶ⾕）
＜１９９９＞ ・第13回世界理学料連盟学会開催（横浜）
＜２０００＞ ・介護⽼⼈保健施設開院
＜２００６＞ ・公的保険における追い⾵が逆⾵に
＜２００９＞ ・理学療法⼠の参議院議員誕⽣
＜２０１０＞ ・代議員による総会開始
＜２０１１＞ ・東⽇本⼤震災発⽣ 緊急援助実施
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理学療法⼠関連年表
＜２０１２＞ ・総括的管理システム導⼊

・公益社団法⼈取得
・第1回⽇韓合同カンファレンス開催

＜２０１３＞ ・⽇本理学療法学会発⾜
＜２０１６＞ ・代議員による本会役員選挙実施
＜２０１７＞ ・第1回アジア理学療法フオーラム開催
＜２０２０＞ ・⾼齢者の保健事業と介護予防の⼀体的実施

・新会館竣⼯（東京都港区六本⽊）
＜２０２１＞ ・⽇本理学療法学会連合発⾜予定
＜２０２３＞ ・法⼈会員制度発⾜予定
＜２０２５＞ ・地域包括ケアシステム完成年度
＜２０４０＞ ・少⼦社会による社会保障システム
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地域包括ケアシステム
団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を⽬途に、重度な要介護状態と

なっても住み慣れた地域で⾃分らしい暮らしを⼈⽣の最後まで続けることがで
きるよう、住まい・医療・介護・予防・⽣活⽀援が⼀体的に提供される地域包
括ケアシステムの構築を実現していきます。今後、認知症⾼齢者の増加が⾒込
まれることから、認知症⾼齢者の地域での⽣活を⽀えるためにも、地域包括ケ
アシステムの構築が重要です。

⼈⼝が横ばいで７５歳以上⼈⼝が急増する⼤都市部、７５歳以上⼈⼝の増加
は緩やかだが⼈⼝は減少する町村部等、⾼齢化の進展状況には⼤きな地域差が
⽣じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の⾃主性
や主体性に基づき、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です。

地⽅⾏政と郡市区等医師会との連携強化
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年度別 会員数の推移
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年度別 ⼊会者数の推移
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＜組織改正の必要性＞
・地域包括ケアシステム完成年度（２０２５年）近づく
・本会会員数の停滞（退会者数の増加）

＜市町村単位での組織化（⽀部化）＞
・市町村等⾏政機関及び関連団体との連携強化
・市町村単位（⽀部）での⼠会活動強化

＜協会での法⼈団体化＞
・⽇本理学療法⼠協会を都道府県理学療法⼠会による法⼈会員制導⼊
・⽇本理学療法⼠協会理事会に法⼈代表が参加

都道府県理学療法⼠会の主体性のために

組織体制変更への今後の取り組み

2020年度臨時総会
47都道府県理学療法⼠会を法⼈会員とする組織体制説明

2022年度定時総会
協会役員体制及び選挙⽅法審議

2023年度定時総会
新組織体制による運⽤開始

202１年度定時総会
法⼈会員制度審議

202０年度第7回理事会
47都道府県理学療法⼠会を法⼈会員とする組織体制承認
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47都道府県理学療法⼠会による法⼈会員制度

１．都道府県理学療法⼠会の⾃⽴性と⾃律性を⾼め、⽇本理学療法⼠協会及び⽇

本理学療法学会連合と三位⼀体の関係を構築する。

２．今後の都道府県理学療法⼠会と⽇本理学療法⼠協会との具体的な機能分化に

ついては新組織検討委員会で2022年度定時総会を⽬途に検討する。

３．協会新理事体制については、理事会で2022年度定時総会を⽬途に検討する。

４．理学療法⼠個々の協会における資格及び権能については変更なし。

５．これまでの代議員総会の権能等については継続し、代議員と理事の兼任も不

可とする。

理学療法⼠関連団体による役割分担と三位⼀体（2023年度）
⽇本理学療法⼠協会

・教育
・職能活動（職域拡⼤含む）
・広報活動
・国内外での外交

⽇本理学療法学会連合
・理学療法科学の推進
・研究者の育成
・学術⼤会の開催
・多職種との科学的交流推進

都道府県理学療法⼠会
・⽣涯学習システムの推進
・市町村単位での会員サービス
・都道府県、市町村との外交
・地域における多職種との連携

⾃⽴と連携・協同




